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確実に見込まれる者 実に見込まれる者

（例 がん末期の急速な状態悪化） （例 がん末期の急速な状態悪化）

ⅲ) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症 ⅲ) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症

状の重篤化の回避等医学的判断から第二十三号告示第二十 状の重篤化の回避等医学的判断から九十五号告示第二十五

一号のイに該当すると判断できる者 号のイに該当すると判断できる者

（例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不 （例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不

全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避） 全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避）

注 括弧内の状態は、あくまでもⅰ)～ⅲ)の状態の者に該当 注 括弧内の状態は、あくまでもⅰ)～ⅲ)の状態の者に該当

する可能性のあるものを例示したにすぎない。また、逆に する可能性のあるものを例示したにすぎない。また、逆に

括弧内の状態以外の者であっても、ⅰ)～ⅲ)の状態である 括弧内の状態以外の者であっても、ⅰ)～ⅲ)の状態である

と判断される場合もありうる。 と判断される場合もありうる。

② 基本調査結果による判断の方法 ② 基本調査結果による判断の方法

指定福祉用具貸与事業者は、軽度者に対して、対象外種目に 指定福祉用具貸与事業者は、軽度者に対して、対象外種目に

係る指定福祉用具貸与費を算定する場合には、①の表に従い、 係る指定福祉用具貸与費を算定する場合には、①の表に従い、

「厚生労働大臣が定める者」のイへの該当性を判断するための 「厚生労働大臣が定める者」のイへの該当性を判断するための

基本調査の結果の確認については、次に定める方法による。な 基本調査の結果の確認については、次に定める方法による。な

お、当該確認に用いた文書等については、サービス記録と併せ お、当該確認に用いた文書等については、サービス記録と併せ

て保存しなければならない。 て保存しなければならない。

ア 当該軽度者の担当である指定居宅介護支援事業者から当該 ア 当該軽度者の担当である指定居宅介護支援事業者から当該

軽度者の「要介護認定等基準時間の推計の方法」別表第一の 軽度者の「要介護認定等基準時間の推計の方法」別表第一の

認定調査票について必要な部分（実施日時、調査対象者等の 認定調査票について必要な部分（実施日時、調査対象者等の

時点の確認及び本人確認ができる部分並びに基本調査の回答 時点の確認及び本人確認ができる部分並びに基本調査の回答

で当該軽度者の状態像の確認が必要な部分）の写し（以下「調 で当該軽度者の状態像の確認が必要な部分）の写し（以下「調

査票の写し」という。）の内容が確認できる文書を入手する 査票の写し」という。）の内容が確認できる文書を入手する

ことによること。 ことによること。

イ 当該軽度者に担当の指定居宅介護支援事業者がいない場合 イ 当該軽度者に担当の指定居宅介護支援事業者がいない場合

にあっては、当該軽度者の調査票の写しを本人に情報開示さ にあっては、当該軽度者の調査票の写しを本人に情報開示さ

せ、それを入手すること。 せ、それを入手すること。

第三 居宅介護支援費に関する事項 第三 居宅介護支援費に関する事項

１ 月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合等 １ 月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合等

死亡、入所等の時点で居宅介護支援を行っており、かつ、当該月 死亡、入所等の時点で居宅介護支援を行っており、かつ、当該月

分の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 分の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成

十一年厚生省令第三十八号。以下「指定居宅介護支援等基準」とい 十一年厚生省令第三十八号。以下「指定居宅介護支援等基準」とい

う。）第十四条第一項に規定する文書（給付管理票）を市町村（審 う。）第十四条第一項に規定する文書（給付管理票）を市町村（審

査支払を国保連合会に委託している場合は、国保連合会）に届け出 査支払を国保連合会に委託している場合は、国保連合会）に届け出
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ている事業者について、居宅介護支援費を算定する。 ている事業者について、居宅介護支援費を算定する。

２ 月の途中で、事業者の変更がある場合 ２ 月の途中で、事業者の変更がある場合

利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国保 利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国保

連合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定する趣旨で 連合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定する趣旨で

あるため、月の途中で事業者の変更があった場合には、変更後の事 あるため、月の途中で事業者の変更があった場合には、変更後の事

業者についてのみ居宅介護支援費を算定するものとする（ただし、 業者についてのみ居宅介護支援費を算定するものとする（ただし、

月の途中で他の市町村に転出する場合を除く。）。 月の途中で他の市町村に転出する場合を除く。）。

３ 月の途中で要介護度に変更があった場合 ３ 月の途中で要介護度に変更があった場合

要介護一又は要介護二と、要介護三から要介護五までは居宅介護 要介護一又は要介護二と、要介護三から要介護五までは居宅介護

サービス計画費の単位数が異なることから、要介護度が要介護一又 サービス計画費の単位数が異なることから、要介護度が要介護一又

は要介護二から、要介護三から要介護五までに変更となった場合の は要介護二から、要介護三から要介護五までに変更となった場合の

取扱いは、月末における要介護度区分に応じた報酬を請求するもの 取扱いは、月末における要介護度区分に応じた報酬を請求するもの

とする。 とする。

４ 月の途中で、他の市町村に転出する場合 ４ 月の途中で、他の市町村に転出する場合

利用者が月の途中に他の市町村に転出する場合には、転出の前後 利用者が月の途中に他の市町村に転出する場合には、転出の前後

のそれぞれの支給限度額は、それぞれの市町村で別々に管理するこ のそれぞれの支給限度額は、それぞれの市町村で別々に管理するこ

とになることから、転入日の前日までの給付管理票と転入日以降の とになることから、転入日の前日までの給付管理票と転入日以降の

給付管理票も別々に作成すること。この場合、それぞれの給付管理 給付管理票も別々に作成すること。この場合、それぞれの給付管理

票を同一の居宅介護支援事業者が作成した場合であっても、それぞ 票を同一の居宅介護支援事業者が作成した場合であっても、それぞ

れについて居宅介護支援費が算定されるものとする。 れについて居宅介護支援費が算定されるものとする。

５ サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合 ５ サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合

サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を

作成した月においても利用実績のない月については、給付管理票を 作成した月においても利用実績のない月については、給付管理票を

作成できないため、居宅介護支援費は請求できない。 作成できないため、居宅介護支援費は請求できない。

６ 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合 ６ 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合

注２の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」につい 注２の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」につい

ては、二十五号告示第三十五号に規定することとしたところである ては、九十六号告示第五十六号に規定することとしたところである

が、より具体的には次のいずれかに該当する場合に減算される。 が、より具体的には次のいずれかに該当する場合に減算される。

これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営 これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営

基準に係る規定を遵守するよう努めるものとする。都道府県知事は、 基準に係る規定を遵守するよう努めるものとする。都道府県知事は、

当該規定を遵守しない事業所に対しては、遵守するよう指導するこ 当該規定を遵守しない事業所に対しては、遵守するよう指導するこ

と。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、 と。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、

指定の取消しを検討するものとする。 指定の取消しを検討するものとする。

⑴ 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の ⑴ 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の

場合に減算されるものであること。 場合に減算されるものであること。
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① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利 ① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利

用者及びその家族に面接していない場合には、当該居宅サービ 用者及びその家族に面接していない場合には、当該居宅サービ

ス計画に係る月（以下「当該月」という。）から当該状態が解 ス計画に係る月（以下「当該月」という。）から当該状態が解

消されるに至った月の前月まで減算する。 消されるに至った月の前月まで減算する。

② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催 ② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催

等を行っていない場合（やむを得ない事情がある場合を除く。 等を行っていない場合（やむを得ない事情がある場合を除く。

以下同じ。）には、当該月から当該状態が解消されるに至った 以下同じ。）には、当該月から当該状態が解消されるに至った

月の前月まで減算する。 月の前月まで減算する。

③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の ③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の

内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により 内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により

利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当 利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当

者に交付していない場合には、当該月から当該状態が解消され 者に交付していない場合には、当該月から当該状態が解消され

るに至った月の前月まで減算する。 るに至った月の前月まで減算する。

⑵ 次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、 ⑵ 次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、

サービス担当者会議等を行っていないときには、当該月から当該 サービス担当者会議等を行っていないときには、当該月から当該

状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。

① 居宅サービス計画を新規に作成した場合 ① 居宅サービス計画を新規に作成した場合

② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場 ② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場

合 合

③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認 ③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認

定を受けた場合 定を受けた場合

⑶ 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把 ⑶ 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把

握（以下「モニタリング」という。）に当たっては、次の場合に 握（以下「モニタリング」という。）に当たっては、次の場合に

減算されるものであること。 減算されるものであること。

① 当該事業所の介護支援専門員が一月に利用者の居宅を訪問し、 ① 当該事業所の介護支援専門員が一月に利用者の居宅を訪問し、

利用者に面接していない場合には、特段の事情のない限り、そ 利用者に面接していない場合には、特段の事情のない限り、そ

の月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 の月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。

② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録し ② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録し

ていない状態が一月以上継続する場合には、特段の事情のない ていない状態が一月以上継続する場合には、特段の事情のない

限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで 限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで

減算する。 減算する。

７ 基本単位の取扱いについて ７ 基本単位の取扱いについて

⑴ 取扱件数の取扱い ⑴ 取扱件数の取扱い

基本単位の居宅介護支援費（Ⅰ）、居宅介護支援費（Ⅱ）、居宅 基本単位の居宅介護支援費（Ⅰ）、居宅介護支援費（Ⅱ）、居宅

介護支援費（Ⅲ）を区分するための取扱件数の算定方法は、当該 介護支援費（Ⅲ）を区分するための取扱件数の算定方法は、当該
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指定居宅介護支援事業所全体の利用者（月末に給付管理を行って 指定居宅介護支援事業所全体の利用者（月末に給付管理を行って

いる者をいう。）の総数に指定介護予防支援事業者から委託を受 いる者をいう。）の総数に指定介護予防支援事業者から委託を受

けた指定介護予防支援に係る利用者（指定居宅介護支援等基準第 けた指定介護予防支援に係る利用者（指定居宅介護支援等基準第

十三条第二十五号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当す 十三条第二十五号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当す

る地域に住所を有する利用者を除く。）の数に二分の一を乗じた る地域に住所を有する利用者を除く。）の数に二分の一を乗じた

数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支 数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支

援専門員の員数で除して得た数とする。 援専門員の員数で除して得た数とする。

⑵ 居宅介護支援費の割り当て ⑵ 居宅介護支援費の割り当て

居宅介護支援費（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）の利用者ごとの割り当 居宅介護支援費（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）の利用者ごとの割り当

てに当たっては、利用者の契約日が古いものから順に、一件目か てに当たっては、利用者の契約日が古いものから順に、一件目か

ら三十九件目（常勤換算方法で一を超える数の介護支援専門員が ら三十九件目（常勤換算方法で一を超える数の介護支援専門員が

いる場合にあっては、四十にその数を乗じた数から一を減じた件 いる場合にあっては、四十にその数を乗じた数から一を減じた件

数まで）については居宅介護支援費（Ⅰ）を算定し、四十件目（常 数まで）については居宅介護支援費（Ⅰ）を算定し、四十件目（常

勤換算方法で一を超える数の介護支援専門員がいる場合にあって 勤換算方法で一を超える数の介護支援専門員がいる場合にあって

は、四十にその数を乗じた件数）以降については、取扱件数に応 は、四十にその数を乗じた件数）以降については、取扱件数に応

じ、それぞれ居宅介護支援費（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定すること。 じ、それぞれ居宅介護支援費（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定すること。

８ 注４について ８ 注４について

実利用者数はとは前年度（三月を除く。）の一月当たりの平均実 実利用者数はとは前年度（三月を除く。）の一月当たりの平均実

利用者数をいうものとし、前年度の実績が六月に満たない事業所（新 利用者数をいうものとし、前年度の実績が六月に満たない事業所（新

たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、直 たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、直

近の三月における一月当たりの実利用者数を用いるものとする。し 近の三月における一月当たりの実利用者数を用いるものとする。し

たがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、 たがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、

四月目以降届出が可能となるものであること。平均実利用者数につ 四月目以降届出が可能となるものであること。平均実利用者数につ

いては、毎月ごとに記録するものとし、所定の人数を上回った場合 いては、毎月ごとに記録するものとし、所定の人数を上回った場合

については、直ちに第一の５の届出を提出しなければならない。 については、直ちに第一の５の届出を提出しなければならない。

９ 初回加算 ９ 初回加算について

初回加算は、具体的には次のような場合に算定される。 初回加算は、具体的には次のような場合に算定される。

① 新規に居宅サービス計画を作成する場合 ① 新規に居宅サービス計画を作成する場合

② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成 ② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成

する場合 する場合

③ 要介護状態区分が二区分以上変更された場合に居宅サービス計 ③ 要介護状態区分が二区分以上変更された場合に居宅サービス計

画を作成する場合 画を作成する場合

10 特定事業所集中減算の取扱いについて 10 特定事業所集中減算について

⑴ 判定期間と減算適用期間 ⑴ 判定期間と減算適用期間

居宅介護支援事業所は、毎年度二回、次の判定期間における当 居宅介護支援事業所は、毎年度二回、次の判定期間における当
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該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算 該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算

の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所 の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所

が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を

適用する。 適用する。

① 判定期間が前期（三月一日から八月末日）の場合は、減算適 ① 判定期間が前期（三月一日から八月末日）の場合は、減算適

用期間を十月一日から三月三十一日までとする。 用期間を十月一日から三月三十一日までとする。

② 判定期間が後期（九月一日から二月末日）の場合は、減算適 ② 判定期間が後期（九月一日から二月末日）の場合は、減算適

用期間を四月一日から九月三十日までとする。 用期間を四月一日から九月三十日までとする。

⑵ 判定方法 ⑵ 判定方法

各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居 各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居

宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与が 宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与が

位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介 位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介

護、通所介護又は福祉用具貸与それぞれについて、最もその紹介 護、通所介護又は福祉用具貸与それぞれについて、最もその紹介

件数の多い法人（以下「紹介率最高法人」という。）を位置付け 件数の多い法人（以下「紹介率最高法人」という。）を位置付け

た居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービ た居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービ

ス、通所介護又は福祉用具貸与のいずれかについて九十％を超え ス、通所介護又は福祉用具貸与のいずれかについて九十％を超え

た場合に減算する。 た場合に減算する。

（具体的な計算式） （具体的な計算式）

事業所ごとに、次の計算式により計算し、①、②又は③のい 事業所ごとに、次の計算式により計算し、①、②又は③のい

ずれかの値が九十％を超えた場合に減算 ずれかの値が九十％を超えた場合に減算

① 訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷訪問 ① 訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷訪問

介護を位置付けた計画数 介護を位置付けた計画数

② 通所介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷通所 ② 通所介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷通所

介護を位置付けた計画数 介護を位置付けた計画数

③ 福祉用具貸与に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷ ③ 福祉用具貸与に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷

福祉用具貸与を位置付けた計画数 福祉用具貸与を位置付けた計画数

⑶ 算定手続 ⑶ 算定手続

判定期間が前期の場合については九月十五日までに、判定期間 判定期間が前期の場合については九月十五日までに、判定期間

が後期の場合については三月十五日までに、すべての居宅介護支 が後期の場合については三月十五日までに、すべての居宅介護支

援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結 援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結

果九十％を超えた場合については当該書類を都道府県知事に提出 果九十％を超えた場合については当該書類を都道府県知事に提出

しなければならない。なお、九十％を超えなかった場合について しなければならない。なお、九十％を超えなかった場合について

も、当該書類は、各事業所において二年間保存しなければならな も、当該書類は、各事業所において二年間保存しなければならな

い。 い。

① 判定期間における居宅サービス計画の総数 ① 判定期間における居宅サービス計画の総数
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② 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれが位置付け ② 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれが位置付け

られた居宅サービス計画数 られた居宅サービス計画数

③ 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれの紹介率最 ③ 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれの紹介率最

高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高 高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高

法人の名称、住所、事業所名及び代表者名 法人の名称、住所、事業所名及び代表者名

④ ⑵の算定方法で計算した割合 ④ ⑵の算定方法で計算した割合

⑤ ⑵の算定方法で計算した割合が九十％を超えている場合であ ⑤ ⑵の算定方法で計算した割合が九十％を超えている場合であ

って正当な理由がある場合においては、その正当な理由 って正当な理由がある場合においては、その正当な理由

⑷ 正当な理由の範囲 ⑷ 正当な理由の範囲

⑶で判定した割合が九十％以上あった場合には、九十％を超え ⑶で判定した割合が九十％以上あった場合には、九十％を超え

るに至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該 るに至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該

理由を都道府県知事に提出すること。なお、都道府県知事が当該 理由を都道府県知事（指定都市及び中核市においては、指定都市

理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するも 又は中核市の市長）に提出すること。なお、都道府県知事（指定

のとして取り扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれ 都市及び中核市においては、指定都市又は中核市の市長）が当該

ば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な 理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するも

事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当する のとして取り扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれ

かどうかを都道府県知事において適正に判断されたい。 ば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な

事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当する

かどうかを都道府県知事（指定都市及び中核市においては、指定

都市又は中核市の市長）において適正に判断されたい。

① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サー ① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サー

ビス等が各サービスごとでみた場合に五事業所未満である場合 ビス等が各サービスごとでみた場合に五事業所未満である場合

などサービス事業所が少数である場合 などサービス事業所が少数である場合

（例）訪問介護事業所として四事業所、通所介護事業所 （例）訪問介護事業所として四事業所、通所介護事業所

として十事業所が所在する地域の場合 として十事業所が所在する地域の場合

紹介率最高法人である訪問介護事業者に対して、減算は 紹介率最高法人である訪問介護事業者に対して、減算は

適用されないが、紹介率最高法人である通所介護事業者に 適用されないが、紹介率最高法人である通所介護事業者に

対して、減算は適用される。 対して、減算は適用される。

② 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合 ② 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合

③ 判定期間の一月当たりの平均居宅サービス計画件数が二十件 ③ 判定期間の一月当たりの平均居宅サービス計画件数が二十件

以下であるなど事業所が小規模である場合 以下であるなど事業所が小規模である場合

④ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合 ④ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合

などにより特定の事業者に集中していると認められる場合 などにより特定の事業者に集中していると認められる場合

⑤ その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合 ⑤ その他正当な理由と都道府県知事（指定都市及び中核市にお

いては、指定都市又は中核市の市長）が認めた場合
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11 特定事業所加算の取扱いについて 11 特定事業所加算について

⑴ 趣旨 ⑴ 趣旨

特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的 特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的

な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマ な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマ

ネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネ ネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネ

ジメントの質の向上に資することを目的とするものである。 ジメントの質の向上に資することを目的とするものである。

⑵ 基本的取扱方針 ⑵ 基本的取扱方針

この特定事業所加算制度の対象となる事業所については、 この特定事業所加算制度の対象となる事業所については、

・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立し ・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立し

た事業所であること た事業所であること

・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置 ・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置

され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が

整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所である 整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所である

こと こと

が必要となるものである。 が必要となるものである。

本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、 本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、

中重度者や支援困難ケースを中心とした質の高いケアマネジメン 中重度者や支援困難ケースを中心とした質の高いケアマネジメン

トを行うという特定事業所の趣旨に合致した適切な運用を図られ トを行うという特定事業所の趣旨に合致した適切な運用を図られ

るよう留意されたい。 るよう留意されたい。

⑶ 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 ⑶ 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針

第二十五号告示第三十七号に規定する各要件の取扱については、 九十六号告示第五十八号に規定する各要件の取扱については、

次に定めるところによること。 次に定めるところによること。

① ⑴関係 ① ⑴関係

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居 常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居

宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にあ 宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にあ

る他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。 る他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。

② ⑵関係 ② ⑵関係

常勤かつ専従の介護支援専門員三名とは別に、主任介護支援 常勤かつ専従の介護支援専門員三名とは別に、主任介護支援

専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定す 専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定す

る事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護 る事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護

支援専門員三名の合計四名を常勤かつ専従で配置する必要があ 支援専門員三名の合計四名を常勤かつ専従で配置する必要があ

ること。 ること。

③ ⑶関係 ③ ⑶関係

「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事 「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事

項に係る伝達等を目的とした会議」は、次の要件を満たすもの 項に係る伝達等を目的とした会議」は、次の要件を満たすもの
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でなければならないこと。 でなければならないこと。

ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。 ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。

⑴ 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 ⑴ 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針

⑵ 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善 ⑵ 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善

方策 方策

⑶ 地域における事業者や活用できる社会資源の状況 ⑶ 地域における事業者や活用できる社会資源の状況

⑷ 保健医療及び福祉に関する諸制度 ⑷ 保健医療及び福祉に関する諸制度

⑸ ケアマネジメントに関する技術 ⑸ ケアマネジメントに関する技術

⑹ 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方 ⑹ 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方

針 針

⑺ その他必要な事項 ⑺ その他必要な事項

イ 議事については、記録を作成し、二年間保存しなければな イ 議事については、記録を作成し、二年間保存しなければな

らないこと。 らないこと。

ウ 「定期的」とは、概ね週一回以上であること。 ウ 「定期的」とは、概ね週一回以上であること。

④ ⑷関係 ④ ⑷関係

二十四時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等 二十四時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等

により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じること により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じること

が可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該事 が可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該事

業所の介護支援専門員が輪番制による対応等も可能であること。 業所の介護支援専門員が輪番制による対応等も可能であること。

⑤ ⑸関係 ⑤ ⑸関係

要介護三、要介護四又は要介護五の者の割合が五十％以上で 要介護三、要介護四又は要介護五の者の割合が五十％以上で

あることについては、毎月その割合を記録しておくこと。 あることについては、毎月その割合を記録しておくこと。

なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極的 なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極的

に支援困難ケースに取り組むべきこととされているものであり、 に支援困難ケースに取り組むべきこととされているものであり、

こうした割合を満たすのみではなく、それ以外のケースについ こうした割合を満たすのみではなく、それ以外のケースについ

ても、常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべきものであ ても、常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべきものであ

ること。 ること。

また、⑺の要件のうち、「地域包括支援センターから支援が また、⑺の要件のうち、「地域包括支援センターから支援が

困難な事例を紹介された場合」に該当するケースについては、 困難な事例を紹介された場合」に該当するケースについては、

例外的に⑸の五十％要件の枠外として取り扱うことが可能であ 例外的に⑸の五十％要件の枠外として取り扱うことが可能であ

ること（すなわち、当該ケースについては、要介護三、要介護 ること（すなわち、当該ケースについては、要介護三、要介護

四又は要介護五の者の割合の計算の対象外として取り扱うこと 四又は要介護五の者の割合の計算の対象外として取り扱うこと

が可能）。 が可能）。

⑥ ⑹関係 ⑥ ⑹関係

「計画的に研修を実施していること」については、当該事業 「計画的に研修を実施していること」については、当該事業



- 93 -

所における介護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該 所における介護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該

研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援 研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援

専門員について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実 専門員について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実

施時期等について、毎年度少なくとも年度が始まる三月前まで 施時期等について、毎年度少なくとも年度が始まる三月前まで

に次年度の計画を定めなければならない。また、管理者は、研 に次年度の計画を定めなければならない。また、管理者は、研

修目標の達成状況について、適宜、確認し、必要に応じて改善 修目標の達成状況について、適宜、確認し、必要に応じて改善

措置を講じなければならないこと。なお、年度の途中で加算取 措置を講じなければならないこと。なお、年度の途中で加算取

得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計 得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計

画を策定すればよいこと。 画を策定すればよいこと。

⑦ ⑺関係 ⑦ ⑺関係

特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困 特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困

難ケースを受け入れるものでなければならず、また、そのため、 難ケースを受け入れるものでなければならず、また、そのため、

常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこ 常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこ

と。 と。

⑧ ⑼関係 ⑧ ⑼関係

特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になってい 特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になってい

ないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正 ないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正

を確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立性を確保し を確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立性を確保し

た事業所である必要があること。 た事業所である必要があること。

⑨ ⑽関係 ⑨ ⑽関係

取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均 取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均

して介護支援専門員一名当たり四十名未満であれば差し支えな して介護支援専門員一名当たり四十名未満であれば差し支えな

いこととするが、ただし、不当に特定の者に偏るなど、適切な いこととするが、ただし、不当に特定の者に偏るなど、適切な

ケアマネジメントに支障がでることがないよう配慮しなければ ケアマネジメントに支障がでることがないよう配慮しなければ

ならないこと。 ならないこと。

⑩ 特定事業所加算（Ⅱ）について ⑩ 特定事業所加算（Ⅱ）について

常勤かつ専従の主任介護支援専門員等については、当該指定 常勤かつ専従の主任介護支援専門員等については、当該指定

居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内に 居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内に

ある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。 ある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。

なお、主任介護支援専門員等の「等」については、平成二十一 また、常勤かつ専従の介護支援専門員二名とは別に、主任介

年度中に主任介護支援専門員研修課程を受講し、かつ必ず修了 護支援専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を

する見込みがある者であることとする。 算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及

また、常勤かつ専従の介護支援専門員二名とは別に、主任介 び介護支援専門員二名の合計三名を常勤かつ専従で配置する必

護支援専門員等を置く必要があること。したがって、当該加算 要があること。

を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員
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等及び介護支援専門員二名の合計三名を常勤かつ専従で配置す

る必要があること。

⑪ その他 ⑪ その他

特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく 特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく

情報公表を行うほか、積極的に特定事業所加算取得事業所であ 情報公表を行うほか、積極的に特定事業所加算取得事業所であ

る旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行うこと。また、 る旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行うこと。また、

利用者に対し、特定事業所加算取得事業所である旨及びその内 利用者に対し、特定事業所加算取得事業所である旨及びその内

容が理解できるよう説明を行うこと。 容が理解できるよう説明を行うこと。

⑷ 手続 ⑷ 手続

本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準 本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準

の遵守状況に関する所定の記録を作成し、二年間保存するととも の遵守状況に関する所定の記録を作成し、二年間保存するととも

に、都道府県知事等から求めがあった場合については、提出しな に、都道府県知事等から求めがあった場合については、提出しな

ければならない。 ければならない。

12 医療連携加算の取扱いについて 12 入院時情報連携加算について

「必要な情報」とは、具体的には、当該利用者の心身の状況、生 ⑴ 総論

活環境及びサービスの利用状況をいう。当該加算については、利用 「必要な情報」とは、具体的には、当該利用者の心身の状況（例

者一人につき、一月に一回を限度として算定することとする。なお、 えば疾患・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など）、生

利用者が入院してから遅くとも七日以内に情報提供した場合に算定 活環境（例えば、家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介

することとする。 護者の状況など）及びサービスの利用状況をいう。当該加算につ

いては、利用者一人につき、一月に一回を限度として算定するこ

ととする。なお、利用者が入院してから遅くとも七日以内に情報

提供した場合に算定することとする。

また、情報提供を行った日時、場所（医療機関へ出向いた場合）、

内容、提供手段（面談、ＦＡＸ等）等について居宅サービス計画

等に記録すること。なお、情報提供の方法としては、居宅サービ

ス計画等の活用が考えられる。

⑵ 入院時情報連携加算（Ⅰ）

医療機関へ出向いて、当該医療機関の職員と面談し、必要な情

報を提供した場合に所定単位数を算定する。

⑶ 入院時情報連携加算（Ⅱ）

⑵以外の方法により必要な情報を提供した場合に所定単位数を

算定する。

13 退院・退所加算の取扱いについて 13 退院・退所加算について

⑴ 退院・退所加算（Ⅰ） ⑴ 病院若しくは診療所への入院又は地域密着型介護老人福祉施設

病院若しくは診療所への入院期間又は地域密着型介護老人福祉 若しくは介護保険施設への入所をしていた者が退院又は退所（地
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施設若しくは介護保険施設への入所期間が三十日以下であった者 域密着型介護福祉施設サービス又は介護福祉施設サービスの在宅

が退院又は退所（地域密着型介護福祉施設サービス又は介護福祉 ・入所相互利用加算を算定する場合を除く。）し、その居宅にお

施設サービスの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。） いて居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合におい

し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利 て、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、

用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当 地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行

該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設 い、利用者に関する必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を

の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上 作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調

で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サ 整を行った場合には、当該利用者の居宅サービス又は地域密着型

ービスの利用に関する調整を行った場合には、当該利用者の居宅 サービスの利用開始月に所定単位数を加算する。ただし、初回加

サービス又は地域密着型サービスの利用開始月に所定単位数を加 算を算定する場合は、算定しない。なお、利用者に関する必要な

算する。ただし、初回加算を算定する場合は、算定しない。なお、 情報については、別途定めることとする。

利用者に関する必要な情報については、別途定めることとする。

⑵ 退院・退所加算(Ⅱ) ⑵ 退院・退所加算については、入院又は入所期間中三回（医師等

病院若しくは診療所への入院期間又は地域密着型介護老人福祉 からの要請により退院に向けた調整を行うための面談に参加し、

施設 若しくは介護保険施設への入所期間が三十日を超える者が 必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービ

退院又は退所（地域密着型介護福祉施設サービス又は介護福祉施 ス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合を含

設サービスの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。） む）まで算定することができる。

し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利 ただし、三回算定することができるのは、そのうち一回につい

用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当 て、入院中の担当医等との会議（カンファレンス）に参加して、

該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設 退院後の在宅での療養上必要な説明（診療報酬の算定方法（平成

の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上 二十年厚生労働省告示第五十九号）別表第一医科診療報酬点数表

で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サ の退院時共同指導料二の注三の対象となるもの）を行った上で、

ービスの利用に関する調整を行った場合には、当該利用者の居宅 居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービ

サービス又は地域密着型サービスの利用開始月に所定単位数を加 スの利用に関する調整を行った場合に限る。

算する。ただし、初回加算を算定する場合は、算定しない。なお、 また、同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカン

利用者に関する必要な情報については、別途定めることとする。 ファレンスに参加した場合でも、一回として算定する。

なお、原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報

を得ることが望ましいが、退院後七日以内に情報を得た場合には

算定することとする。

また、上記にかかる会議（カンファレンス）に参加した場合は、

⑴において別途定める様式ではなく、当該会議（カンファレンス）

等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービ

ス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付

すること。

⑶ 退院・退所加算（Ⅰ）については、同一月に一回のみ算定する
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ことができる。

退院・退所加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）については、同一月に退院・

退所した病院等又は施設が同一である場合には、併せて算定する

ことはできない。なお、原則として、退院・退所前に利用者に関

する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後七日以内に情報

を得た場合には算定することとする。

14 認知症加算の取扱いについて 14 認知症加算について

ヘにおいて「日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動 ヘにおいて「日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動

が認められることから介護を必要とする認知症の利用者」とあるの が認められることから介護を必要とする認知症の利用者」とあるの

は、日常生活自立度によるランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者をいう は、日常生活自立度によるランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者をいう

ものであること。 ものであること。

15 独居高齢者加算の取扱いについて 15 独居高齢者加算について

当該加算は、利用者から介護支援専門員に対し、単身で居住して 当該加算は、利用者から介護支援専門員に対し、単身で居住して

いる旨の申立てがあった場合であって、介護支援専門員が利用者の いる旨の申立てがあった場合であって、介護支援専門員のアセスメ

同意を得て、当該利用者が住民票上でも単独世帯であることの確認 ントにより利用者が単身で居住していると認められる場合は、算定

を行っている場合に算定できるものとする。ただし、住民票による できるものとする。なお、介護支援専門員のアセスメントの結果に

確認を行うことについて利用者の同意が得られなかった場合又は住 ついては、居宅サービス計画等に記載する。また、少なくとも月に

民票においては単独世帯ではなかった場合であっても、介護支援専 一回、利用者の居宅を訪問し、利用者が単身で居住している旨を確

門員のアセスメントにより利用者が単身で居住していると認められ 認し、その結果を居宅サービス計画等に記載すること。

る場合は、算定できるものとする。なお、介護支援専門員のアセス

メントの結果については、居宅サービス計画等に記載する。また、

少なくとも月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者が単身で居住

している旨を確認し、その結果を居宅サービス計画等に記載するこ

と。

16 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の取扱いについて 16 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算について

当該加算は、介護支援専門員が、小規模多機能型居宅介護事業所 当該加算は、介護支援専門員が、小規模多機能型居宅介護事業所

に出向き、利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供を行うこ に出向き、利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供を行うこ

とにより、当該利用者の小規模多機能型居宅介護における居宅サー とにより、当該利用者の小規模多機能型居宅介護における居宅サー

ビス計画の作成に協力を行った場合に、算定を行うものである。た ビス計画の作成に協力を行った場合に、算定を行うものである。た

だし、当該小規模多機能型居宅介護事業所について六月以内に当該 だし、当該小規模多機能型居宅介護事業所について六月以内に当該

加算を算定した利用者については、算定することができない。また、 加算を算定した利用者については、算定することができない。また、

当該加算は、利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場 当該加算は、利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場

合にのみ算定することができるものとする。 合にのみ算定することができるものとする。

17 複合型サービス事業所連携加算について

当該加算は、介護支援専門員が、複合型サービス事業所に出向き、
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利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供を行うことにより、

当該利用者の複合型サービスにおける居宅サービス計画の作成に協

力を行った場合に、算定を行うものである。ただし、当該複合型サ

ービス事業所について六月以内に当該加算を算定した利用者につい

ては、算定することができない。また、当該加算は、利用者が複合

型サービスの利用を開始した場合にのみ算定することができるもの

とする。

18 緊急時等居宅カンファレンス加算について

⑴ 当該加算を算定する場合は、カンファレンスの実施日（指導し

た日が異なる場合は指導日もあわせて）、カンファレンスに参加

した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点を居宅

サービス計画等に記載すること。

⑵ 当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療

機関における診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合に実施

されるものであることから、利用者の状態像等が大きく変化して

いることが十分想定されるため、必要に応じて、速やかに居宅サ

ービス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調

整を行うなど適切に対応すること。

対象外種目 厚生労働大臣が定める者の 厚生労働大臣が定める者 対象外種目 厚生労働大臣が定める者の 厚生労働大臣が定める者の

イ のイに該当する基本調査 イ イに該当する基本調査の結

の結果 果

ア 車いす及 次のいずれかに該当する者 ア 車いす及 次のいずれかに該当する者

び車いす付 ㈠ 日常的に歩行が困難な 基本調査１－７ び車いす付 ㈠ 日常的に歩行が困難な 基本調査１－７

属品 者 「⒊できない」 属品 者 「⒊できない」

㈡ 日常生活範囲における － ㈡ 日常生活範囲における －

移動の支援が特に必要と 移動の支援が特に必要と

認められる者 認められる者

イ 特殊寝台 次のいずれかに該当する者 イ 特殊寝台 次のいずれかに該当する者

及び特殊寝 ㈠ 日常的に起きあがりが 基本調査１－４ 及び特殊寝 ㈠ 日常的に起きあがりが 基本調査１－４

台付属品 困難な者 「⒊できない」 台付属品 困難な者 「⒊できない」

㈡ 日常的に寝返りが困難 基本調査１－３ ㈡ 日常的に寝返りが困難 基本調査１－３

な者 「⒊できない」 な者 「⒊できない」

ウ 床ずれ防 日常的に寝返りが困難な者 基本調査１－３ ウ 床ずれ防 日常的に寝返りが困難な者 基本調査１－３

止用具及び 「⒊できない」 止用具及び 「⒊できない」


